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今回のテーマ:

2014 年度から 2016 年度までの FATCA 報告対象口座につい

ての租税総局への報告期限

今回の記事に関連する対象者:

銀行、金融機関、保険会社

2014 年度から 2016 年度までの FATCA 報告対象口座についての租税総局への報告期限

(2017 年 5 月 25 日付租税総局通達 Notification No.8619 GDT)

経済財政省 (MEF) の租税総局 (GDT) は、 上記通達を発行し、外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) により、対象

口座の報告が義務付けられた銀行、金融機関、保険会社に対して、2014 年度から 2016 年度までの報告対象口座を、

2017 年 6 月 30 日までに租税総局に報告するように通知しました。これは、国際税務に関するコンプライアンスを向上させ

ることを目的にカンボジア王国政府とアメリカ合衆国との政府間協定が調印され、それに伴い FATCA が導入されることによ

って報告が義務付けられるものです。

FATCA の対象となる銀行、保険会社、金融機関は、期限までに報告対象口座の報告を行わない場合、罰金が課せられる

可能性があります。

  上述の規制に関するコピーが必要な場合は、以下の担当者にご連絡をお願いします。

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。
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